


 

目 次  
序章 都市計画マスタープランの改定にあたって .............................................................. ５ 

１．はじめに............................................................................................................................................................ ６ 

２．計画の概要 ..................................................................................................................................................... ７ 

（１）計画の位置づけ ..................................................................................................................................... ７ 

（２）計画期間 .................................................................................................................................................... ７ 

（３）計画の構成 ............................................................................................................................................... ７ 

 

第１章 計画改定の背景 ........................................................................................................... 11 

１．人口の見通し ............................................................................................................................................... 12 

２．改定の５つの視点 ...................................................................................................................................... 13 

 

第２章 基本理念 ......................................................................................................................... 25 

１．都市づくりの基本理念 .............................................................................................................................. 26 

 

第３章 都市づくりの目標像と基本方針 .............................................................................. 27 

１．目標像と基本方針 ..................................................................................................................................... 29 

２．将来都市構造 .............................................................................................................................................. 38 

３．豊橋市立地適正化計画の方針 ........................................................................................................... 40 

４．立地適正化計画における市街化区域の都市集約のイメージ ............................................... 42 

 

  



 

 

 

 

第４章 分野別の方針 ................................................................................................................ 45 

１．土地利用 ........................................................................................................................................................ 47 

（１）市街化区域の方針 .............................................................................................................................. 47 

（２）市街化調整区域の方針 .................................................................................................................... 50 

２．公共交通 ........................................................................................................................................................ 53 

（１）広域公共交通 ........................................................................................................................................ 53 

（２）公共交通幹線軸 ................................................................................................................................... 53 

（３）支線公共交通・アクセス交通 .......................................................................................................... 54 

（４）交通結節点 ............................................................................................................................................. 55 

３．道路 .................................................................................................................................................................. 57 

（１）広域幹線道路等 ................................................................................................................................... 57 

（２）自転車通行空間・歩行空間 ............................................................................................................ 58 

４．公園・緑地 ..................................................................................................................................................... 60 

（１）公園・緑地 ............................................................................................................................................... 60 

（２）緑化 ........................................................................................................................................................... 61 

５．河川・下水道................................................................................................................................................. 63 

（１）河川 ........................................................................................................................................................... 63 

（２）下水道....................................................................................................................................................... 64 

６．その他都市施設等 ..................................................................................................................................... 65 

（１）市場・と畜場 ........................................................................................................................................... 65 

（２）駐車場....................................................................................................................................................... 65 

（３）ごみ処理施設 ........................................................................................................................................ 65 

（４）広域交流施設 ........................................................................................................................................ 66 

（５）その他施設 ............................................................................................................................................. 66 

  



 

 

 

 

７．市街地整備 ................................................................................................................................................... 67 

（１）中心市街地整備 ................................................................................................................................... 67 

（２）計画的市街地整備 .............................................................................................................................. 68 

（３）既成市街地整備 ................................................................................................................................... 69 

８．景観形成 ........................................................................................................................................................ 70 

（１）里山の景～東部丘陵地域～ .......................................................................................................... 70 

（２）川の景～豊川沿川地域～ ............................................................................................................... 70 

（３）港の景～三河湾沿岸地域～ .......................................................................................................... 71 

（４）まちの景～市街地地域～ ................................................................................................................ 71 

（５）農の景～南部田園地域～ ............................................................................................................... 72 

（６）海の景～表浜沿岸地域～ ............................................................................................................... 72 

９．都市防災 ........................................................................................................................................................ 74 

（１）防災まちづくり ....................................................................................................................................... 74 

（２）都市施設 .................................................................................................................................................. 75 

（３）建築物....................................................................................................................................................... 76 

 

第５章 計画推進のために ....................................................................................................... 79 

１．協働による都市づくりの推進................................................................................................................. 81 

２．都市づくりに関する情報提供 ................................................................................................................ 83 

３．都市計画制度等の活用 .......................................................................................................................... 83 

４．関係機関や関連計画との連携 ............................................................................................................. 84 

５．計画の進捗管理と見直し ........................................................................................................................ 85 

 

参考資料 ......................................................................................................................................... 91 

１．策定体制 ........................................................................................................................................................ 92 

（１）策定体制 .................................................................................................................................................. 92 

（２）策定アドバイザー会議名簿 ............................................................................................................. 93 

２．策定経緯 ........................................................................................................................................................ 94 

３．用語解説 ........................................................................................................................................................ 95 



序章 都市計画マスタープランの改定にあたって 

 5 

 

 

 

 

 

 

序 章 
 

 

都市計画マスタープランの改定にあたって 
 

  



 

 

豊橋市都市計画マスタープラン 2021-2030 

6 

１ はじめに 

豊橋市は、古くは城下町や宿場町、湊町として栄えてきました。そして、戦後の

戦災復興都市計画により市街地が整備され、計画的な都市づくりが進められてき

ました。東三河の広域的な都市拠点である豊橋駅は、新幹線をはじめとする各社

の路線が乗り入れ、路面電車は市民の足として「市電」の愛称で親しまれていま

す。また、都市部を中心に道路網が放射環状型に広がるなど、都市基盤が整えられ

るとともに、三河港を拠点とする物流、全国有数の産出額を誇る農業など、産業や

経済は大きく発展を遂げ、現在の恵まれた都市環境が整ってきました。 

しかし、本格的な人口減少や超高齢社会の到来をはじめとし、地球環境問題の

切迫や大規模自然災害の頻発、急速に進歩する情報通信技術など、都市づくりを

進める上での社会情勢は大きく変化してきています。 

加えて、新型コロナウイルス感染症のまん延を契機に新しい生活様式・行動変

容が求められる中、まちなかを中心に、道路空間などのオープンスペースの柔軟

な活用が重要となってきています。 

一方、リニア中央新幹線の開業により広域的なヒトの移動が活性化することが

予測されるとともに、本市においても浜松三ヶ日・豊橋道路（仮称）や豊橋新城ス

マート IC（仮称）が実現することで、都市の構造が変わるなど、今後ヒトとモノ

の動きが大きく変化することが見込まれます。 

こうした中、本市では世界共通の目標である持続可能な開発目標「SDGs」の達

成に向け、その理念に沿った取り組みを積極的に推進し、持続可能なまちの実現

を目指しています。 

今回、これらの社会情勢や本市を取り巻く都市構造の変化を的確に捉えたこれ

からの時代にふさわしい都市計画マスタープランをとりまとめました。 

これまで築いてきた都市づくりの基盤を継承するとともに、本計画においても

SDGs の目標を踏まえ、市民一人ひとりが安心して暮らし続けることができる都

市を目指していきます。 
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２ 計画の概要 

（１）計画の位置づけ 

都市計画マスタープランは、将来の都市の姿やその実現に向けた⼟地利⽤をは

じめとする都市づくりの基本的な⽅針を明らかにするもので、都市計画に関する

総合的な指針としての役割を果たすものです。（都市計画法第18条の２） 

本計画は、「豊橋市総合計画（基本構想）」及び、愛知県が策定する「東三河都

市計画区域の整備、開発及び保全の⽅針」に即して定めます。また、都市計画マ

スタープランの⼀部とみなされる「⽴地適正化計画」の⽅針を位置づけ、「環境基

本計画」など関連する諸計画とも調整・整合を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画期間 

都市づくりには⻑い年⽉が必要であることから、本計画においてはおおむね20

年後の都市の姿を展望した上で、都市の⽬標像と基本的な⽅針を定めます。 

また、分野別の⽅針における⽬標年次は、2030（令和12）年度とします。 

 

 

 

 

（３）計画の構成 

まちの現況と今後の⽅向性を踏まえた改定の５つの視点を設定し、都市づくり

の基本理念と、基本理念を踏まえて定めた４つの都市の⽬標像から分野別の⽅針

までを整理し、次⾴に⽰します。  

図 計画の位置づけ 
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改 定 の 視 点 と ⽅ 向 性 都市づくりの基本理念・ 

(1)⽴地適正化計画に基づく誘導区域への⼈⼝の集約 

(2)都市拠点における商業・サービス業の集積・活性化 

(3)集落地でのコミュニティ維持 

(4)新たなモビリティサービスへの対応 

視点１  ⽣活・暮らし 

(1)質の⾼い緑のある市街地の形成 
(2)選ばれる美しいまちの形成 

視点３      ⾃然・景観 

(1)  

(2)都市施設の⾒直しの推進 

視点４  都市施設等の適正管理・活⽤ 

(1)⾃然災害発⽣リスクへの平時からの備え 

(2)空家の適正管理 

視点５ ⾃然災害等への備え 

快適に暮らせる 

やさしいまち 
〜すべての⼈にやさしい 

豊橋であり続けるために〜 

活気あふれる 

元気なまち 
〜活気にあふれ豊かに暮らせる 

豊橋であり続けるために〜 

⾃然豊かな 

美しいまち 
〜環境にやさしく、⾃然と調和した 

美しい豊橋であり続けるために〜 

安全・安⼼が 

つづくまち 

〜持続性が⾼く、災害にも強い 
豊橋であり続けるために〜 
持続可能な開発 目

(1)中⼼市街地の都市機能の更新・さらなる活性化 

(2)産業の活性化 
(3)ヒトとモノの流れを⽀える基盤整備 視点２     産業・交流 

目標像１ 

目標像２ 

目標像３ 

目標像４ 

集約型都市 構造へ
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分 野 別 の ⽅ 針 

■市街化区域の⽅針 

住居系地域 商業系地域 ⼯業系地域 

■市街化調整区域の⽅針 

集落地域 農業地域 ⾃然地域 ⼯業系地域 

１土地利用 

■広域公共交通     ■公共交通幹線軸 
■⽀線公共交通・アクセス交通 

■交通結節点 

２公共交通 

■広域幹線道路等 

■⾃転⾞通⾏空間・歩⾏空間 

３道路 

■河川           ■下⽔道 

５河川・下水道 

■中⼼市街地整備 

■計画的市街地整備 

■既成市街地整備 

７市街地整備 

■⾥⼭・川・港・まち・農・海の景 

８景観形成 

■防災まちづくり 
■都市施設 
■建築物 ９都市防災 

■公園・緑地       ■緑化 

４公園・緑地 

■市場・と畜場       ■駐⾞場 

■ごみ処理施設      ■広域交流施設 

■その他施設 

６その他都市施設等 

  都市の ⽬ 標 像 と 基 本 ⽅ 針 

【基本⽅針】 
①まとまりのある都市づくり 

②拠点づくりと⽣活圏の形成 

③多様な選択ができる公共 
交通ネットワークの形成 

【基本⽅針】 
①にぎわいと交流の拠点づくり 

②さらなる産業の活性化に向けた 
ヒトとモノの流れを⽀える基盤整備 

③交通基盤を活かした産業基盤の整備 

【基本⽅針】 
①⾃然と調和する美しい都市づくり 

②⼈と環境にやさしい都市づくり 

【基本⽅針】 
①⼤規模⾃然災害等に備えた安全で 

安⼼な暮らしの確保 

②持続可能な都市経営を⾒据えた 
都市施設の配置 

  目標（ＳＤＧｓ）       

立
地
適
正
化
計
画
を
反
映
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１ 人口の見通し 

本市の⼈⼝は 2010（平成 22）年に 376,665 ⼈でピークとなり、その後５年間

で 1,900 ⼈減少し、2015（平成 27）年には 374,765 ⼈となりました。また、

2020（令和２）年以降の将来⼈⼝を推計すると、本市の⼈⼝は 2030（令和 12）

年に 359,000 ⼈まで減少していくことが⾒込まれます。 

こうした中、本市では、2018（平成 30）年 9 ⽉に、⼈⼝減少を⾒据え、集約

型都市構造への転換を図る「豊橋市⽴地適正化計画」を策定しました。また、2019

（令和元）年度にはSDGｓの達成に向け優れた取り組みを提案した⾃治体として、

「SDGｓ未来都市」に選定され、「誰⼀⼈取り残さない」社会の実現に取り組んで

います。 

本計画においても、社会情勢の変化に対応しつつ、柔軟かつ持続⼒のある新た

な都市づくりの⽅針を⽰していくことが必要です。 

 

図 人口・世帯数の推移と推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：国勢調査） 
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２ 改定の５つの視点 

都市づくりの⽅針を⽰すにあたっては、本市の強みである⾃然環境（『⾃然・景

観』）を活かしながら、⼈⼝減少や⾼齢化が進⾏する中にあっても市⺠の快適な『⽣

活・暮らし』を⽀えていくことを念頭に置く必要があります。 

また、持続可能な都市を形成する観点から、産業の活性化や交流を促進（『産業・

交流』）することや、財政状況が厳しい中、これまで整備してきた既存ストックの

利活⽤（『都市施設等の適正管理・活⽤』）も検討する必要があります。 

さらには、昨今、全国で⾃然災害が頻発化・激甚化する中、市⺠の安全・安⼼を

確保する『⾃然災害等への備え』が都市づくりにも求められています。 

これらのことを踏まえ、『①⽣活・暮らし』『②産業・交流』『③⾃然・景観』『④

都市施設等の適正管理・活⽤』『⑤⾃然災害等への備え』の５つの視点を設定し、

まちの現況や都市づくりの改定の⽅向性を整理し、新たな都市の姿として都市づ

くりの基本理念と⽬標像を⽰していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 改定の５つの視点 
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視点 1 ⽣活・暮らし  

＜まちの現況＞ 

 

  
(１)・2018（平成 30）年 9 ⽉に豊橋市⽴地適正化計画を策定しました。同計画では、

都市機能誘導区域・居住誘導区域を設定し、集約型都市構造への転換を図ってい

ます。さらに、都市機能誘導区域及び公共交通幹線軸沿いに「歩いて暮らせるま

ち区域」を本市独⾃に設定し、居住を積極的に誘導しています。 

(２)・豊橋駅周辺の商業地域や路⾯電⾞・豊橋鉄道渥美線沿線等の近隣商業地域では、

住居系⼟地利⽤が主となっています。⼀⽅、幹線道路の沿道では⾃動⾞での利⽤

を主としたロードサイド施設の⽴地が進⾏しています。 

(３)・市街化調整区域にも多くの既存集落が点在し、主要幹線道路の沿道には店舗等が

⽴地しています。 

(４)・利⽤促進策などの取り組みにより、公共交通利⽤者数は横ばいとなっています。 

・主要な駅や停留場周辺では駐輪場や駐⾞場の整備が進み、サイクル＆ライドやパ

ーク＆ライドの利便性が⾼まっています。 

図 商業施設の分布 

（資料：全国大型小売店総覧 2020、i タウンページデータベース） 
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4,000

5,000

6,000

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1(H31)

定期

定期外

合計

（千人）

(１)⽴地適正化計画に基づく居住誘導区域への⼈⼝の集約 

➡豊橋駅周辺での⼟地の⾼度利⽤や「歩いて暮らせるまち区域」への居住者の誘導等 

➡誰にとっても便利な⽇常⽣活の維持・確保（多様なニーズに対応した居住の場の確保、

歩いて暮らしやすい⽣活圏の形成） 

(２)都市拠点における商業・サービス業の集積・活性化 

➡都市機能誘導区域における商業機能の⽴地誘導  

(３)集落地でのコミュニティ維持 

➡集落の集約を前提とした、必要な⽣活機能の維持によるコンパクトコミュニティの推進 

(４)新たなモビリティサービスへの対応 

➡新技術の活⽤による公共交通の利便性向上や効率化 

改定の⽅向性 

図 路面電車乗車人員 

図 路線バス乗車人員 

（資料：豊橋市統計書） 

（資料：豊橋市統計書） 
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視点 2 産業・交流   

＜まちの現況＞ 
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（人）

(１)・豊橋駅周辺の都市拠点では、商業施設・業務施設・文化施設などの都市機能が備

わっています。 

・再開発事業等により、まちなか居住を推進するとともに、まちなかの文化と交流

の機会を創出する「まちなか図書館（仮称）」（2021（令和 3）年度開館予定）の

整備のほか、「穂の国とよはし芸術劇場（プラット）」での催し物、まちなか歩行

者天国やまちなかマルシェの開催などにより、中心市街地のにぎわいや回遊性の

向上に取り組んでいます。 

・中心市街地のにぎわいを測る休日歩行者通行量は一定数を維持しています。 

(２)・本市の製造品出荷額等は、近年、増加傾向にある一方、事業所数は減少傾向です。 

・産業用地における立地企業は増加していることから、新たに三弥町において地区

計画を設定し工業団地の造成に着手するとともに、東細谷町においても工業団地

の整備を進めています。 

(３)・名豊道路（国道 23 号バイパス）では、豊橋・豊橋東バイパス区間において４車

線化工事が進められました。また、沿道では交流拠点機能を持つ本市初の道の駅

「とよはし」が開駅しました。 

 

（資料：豊橋市統計書） 

図 豊橋駅一日平均乗車人員 

 

図 休日歩行者通行量の推移 

（資料：豊橋市中心市街地活性化基本計画） 
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(社)

まちなか歩行者天国の様子 

(１)中⼼市街地の都市機能の更新・さらなる活性化 

➡豊橋駅周辺での再開発事業等による⼟地の⾼度利⽤・⽼朽建物の建て替え促進とスト

ックの活⽤・⺠間投資の呼び込み、公共空間を活⽤したイベント等の開催、まちづくりプレ

ーヤーの発掘・育成につながる仕組みづくり 

(２)産業の活性化 

➡リニア中央新幹線開業を⾒据え、サービス⽔準の向上が⾒込まれる豊橋駅へのアクセス向

上や観光資源、農業・農産物等の地域固有の資源を活かした交流拠点の形成、交通

基盤を活⽤した⼯業団地の造成 

(３)ヒトとモノの流れを⽀える基盤整備 

➡広域的な幹線道路の整備促進、幹線市道の整備推進 

改定の⽅向性 

（資料：豊橋市） （資料：工業統計調査） 

図 製造品出荷額等及び事業所数、従業者数 
（従業員４人以上）の推移 

図 産業用地における立地企業数 

道の駅「とよはし」開駅の様子 
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視点 3 ⾃然・景観   

＜まちの現況＞ 

  
(１)・市⺠に安⼼感と快適な道路空間をもたらす街路樹の整備が進んでいます。 

・⾝近な公園だけでなく、歴史や⾃然、運動など魅⼒ある公園が整備されており、

都市公園の市⺠⼀⼈当たりの⾯積は、都市公園法施⾏令の標準である 10 ㎡を超

えています。 

・緑に関する市⺠アンケート結果によると、「量」の満⾜度に⽐べ「質」の満⾜度

の改善は⾒られません。 

(２)・⼆川宿周辺では、地域住⺠の合意形成が図られたところから順次、景観形成地区

を拡⼤しており、景観に配慮した建築⼯事を⽀援することで、本陣などの歴史的

な建造物に調和したまちなみ景観形成が進んでいます。 

・曙町松並地区の⺠間による⼤規模複合開発地では、地区計画の運⽤により、緑あ

ふれる良好な景観形成が進んでいます。 

図 緑の量と質に関する市民アンケート結果 

9.83  9.87 
9.89  9.95  9.96  10.02  10.03  10.05  10.07 

7.36  7.43  7.51  7.6  7.63  7.65  7.68  7.75  7.8 
9.75  9.84  9.92  10.1  10.2  10.3  10.41  10.48  10.6 

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

9.50

10.00

10.50

11.00

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

（㎡/人）

豊橋市 愛知県 全国

図 都市公園の市民一人当たりの面積 

（資料：豊橋の公園緑地） 

（資料：とよはし緑の基本計画 2021-2030） 
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自然豊かな都市公園 

地区計画による景観形成（曙町松並地区） 

(１)質の⾼い緑のある市街地の形成 

➡⾝近な緑の質の向上、緑の活⽤ 

(２)選ばれる美しいまちの形成 

➡景観計画に基づく、規制・誘導の推進 

改定の⽅向性 

整備された街路樹 
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視点 4 都市施設等の適正管理・活⽤   

＜まちの現況＞ 

  (１)・本市における建物や道路、橋りょうなどの多くが昭和 40 年代から昭和 50 年代

に整備されており、⽼朽化に伴ってこれから⼀⻫に更新時期を迎えることから、

2017（平成 29）年に豊橋市公共施設等総合管理⽅針を策定し、これらの施設の

総合的かつ計画的な管理と最適化に向けた取り組みを進めています。 

・本市の都市計画道路の整備率は約 73％です（2020（令和 2）年 9 ⽉時点）。下⽔

道は、主に市街化区域では、公共下⽔道として計画処理⾯積 5,044ha、うち整備

済みは 4,440ha、整備率は約 88％です。このほか、主に市街化調整区域では、地

域下⽔道として約 972ha が整備済みです（2020（令和 2）年 3 ⽉時点）。 

(２)・本市の都市計画道路の未整備区間の⼤半は、都市計画決定されてからすでに 30

年以上経過しており、計画の⾒直しを進めています。また、都市計画公園につい

ても⻑期にわたり未整備となっている公園が存在します。 

・⼟地区画整理事業は３地区で施⾏中となっており、宅地や道路の整備を⾏ってい

ます。⼀⽅で、都市計画決定されたものの、⻑期間にわたって事業化されていな

い地区も存在します。 

図 都市計画道路の整備状況（2020（令和２）年９月時点） 

（資料：豊橋市） 
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機能を複合化した施設 
（大清水まなび交流館「ミナクル」） 

長寿命化計画に基づく橋りょうの点検 

(１)都市施設の効率的・効果的な維持管理と適正配置 

➡⻑寿命化計画等に基づく維持管理の推進、⺠間活⼒の導⼊による公共空間の維持管

理・有効活⽤、都市施設の適正配置  

(２)都市施設の⾒直しの推進 

➡「豊橋市都市計画道路⾒直し結果」に基づく未整備都市計画道路の整備や都市計画

⼿続き（変更・廃⽌等）の推進、未整備となっている都市計画公園や⼟地区画整理事

業地の検討 

改定の⽅向性 

（資料：豊橋市公共施設等総合管理方針（2017（平成 29）年策定） 

図 主要な橋りょう（331 橋）の年度別事業費の比較 
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視点 5 ⾃然災害等への備え  

＜まちの現況＞ 

  

図 建築年代別の建築物分布状況（2017（平成 29）年） 

(１)・本市では 1945（昭和 20）年の三河地震をはじめ、過去に⼤地震に襲われ、⼤き

な被害を受けています。 

・近年、南海トラフを震源とする巨⼤地震の発⽣が懸念されており、対策を進めて

います。 

・市内には⼤⾬や台⾵による浸⽔被害、⾼潮、⼟砂災害が想定される区域や地震に

伴う津波、液状化、⼟砂災害の危険性が⾼い区域が存在します。 

・市街化区域内には新耐震基準以前（1981（昭和 56）年以前）に建てられた建物

が広く分布しており、特に豊橋駅周辺では多く残っています。 

・⼈⼝減少や少⼦⾼齢化に加え、世帯構成の変化などにより、近所づきあいが希薄

化し、地域活動が低下しています。 

(２)・特に豊橋駅周辺や路⾯電⾞沿い等の古くからの既成市街地において、⾼齢化等に

より管理の⾏き届かない空家が発⽣しています。 

（資料：都市計画基礎調査） 
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図 河川想定浸水深（計画規模）（2016（平成 28）年５月時点） 

(1)近年頻発する⼤⾬や南海トラフ地震等の⾃然災害発⽣リスクへの平時からの備え 

➡⽴地適正化計画に基づく適切な居住誘導の推進、安全・安⼼を確保するための防災拠

点・防災施設の整備・管理 

➡⽼朽建築物の耐震化 

➡市⺠主体の防災まちづくりの意識醸成、地域コミュニティの維持 

(2)空家の適正管理 

➡災害リスクの⾼い空家対策 

改定の⽅向性 
（資料：豊橋市） 
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１ 都市づくりの基本理念 

私たちのまち豊橋は、表浜海岸や⼸張⼭地など豊かで美しい⾃然環境と温暖な

気候に恵まれるとともに、⽇常⽣活に必要な店舗や病院が適度に分布し、路⾯電

⾞をはじめとした公共交通が整備されるなど、⽣活利便性の⾼い暮らしやすいま

ちと⾔われています。さらに、世界に誇る三河港や全国有数の農業産地を有する

など、⼒強い産業が本市の発展を⽀えています。こうしたまちの特⾊が他にはな

い特別な魅⼒として、「住みよいまち」を形成しています。 

しかし、発展を続けてきたこれまでとは異なり、昨今、わが国では⼈⼝減少や少

⼦⾼齢化の時代を迎え、本市においても労働⼒不⾜や社会保障費の増⼤など、市

⺠の⽣活への影響が懸念されています。また、近年、頻発化、激甚化する⾃然災害

等への備え、⽼朽化した都市施設等の更新など、多様な問題に対応しながら、SDGs

の⽬標でもある持続可能な都市づくりを進めていかなければなりません。 

「住みよさ」は、先⼈たちのたゆまぬ努⼒によって築かれてきた私たちのまち

の魅⼒です。この「住みよさ」を将来につなげるとともに、これから迎える新たな

時代にあたり、さらなるまちのにぎわいや産業の発展により、活⼒あるまちにな

るよう、「私たちが未来へつなぐ 住みよく活⼒あるまち豊橋を」を基本理念とし

ます。              
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都市づくりの目標像と基本方針 
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１ 目標像と基本方針 

本市が⽬指す都市の姿として、都市づくりの基本理念のもと、20年後を展望す

る⻑期的な視点から、「快適に暮らせるやさしいまち」「活気あふれる元気なまち」

「⾃然豊かな美しいまち」「安全・安⼼がつづくまち」の４つの⽬標像を掲げ、そ

れぞれにおける都市づくりの基本⽅針を⽰します。 

 

 

        快適に暮らせるやさしいまち 

        〜すべての⼈にやさしい豊橋であり続けるために〜 

        【基本⽅針】 

               １ まとまりのある都市づくり 

               ２ 拠点づくりと⽣活圏の形成 

               ３ 多様な選択ができる公共交通ネットワークの形成 

活気あふれる元気なまち 

        〜活気にあふれ豊かに暮らせる豊橋であり続けるために〜 

        【基本⽅針】 

               １ にぎわいと交流の拠点づくり 

               ２ さらなる産業の活性化に向けたヒトとモノの流れを⽀える基盤整備 

               ３ 交通基盤を活かした産業基盤の整備 

⾃然豊かな美しいまち 

        〜環境にやさしく、⾃然と調和した美しい豊橋であり続けるために〜 

        【基本⽅針】 

               １ ⾃然と調和する美しい都市づくり 

               ２ ⼈と環境にやさしい都市づくり 

安全・安⼼がつづくまち 

        〜持続性が⾼く、災害にも強い豊橋であり続けるために〜 

        【基本⽅針】 

               １ ⼤規模⾃然災害等に備えた安全で安⼼な暮らしの確保 

               ２ 持続可能な都市経営を⾒据えた都市施設の配置 
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快適に暮らせるやさしいまち 
〜すべての⼈にやさしい豊橋であり続けるために〜 

⾃家⽤⾞に過度に頼らなくても、拠点や⽣活圏に応じた過ごし⽅、暮らし⽅がで

きるまちを⽬指します。 

【⽬指すまちのイメージの⼀例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このまちに引っ越したんだから、今日は車じゃなくて歩いて出かけよう。 

お買い得なスーパー、ボクの公園、優しい…けどちょっぴり怖い歯医者さん。 

歩いて、自転車で。あれこれめぐったら良い運動になっちゃった。 
 

出かけるほど暮らしやすさを実感し、ちょっとした魅力が発見できる。 

そんなまちを目指します。 

「おはようございます」「はい、おはよう」「足元、気を付けてくださいね。」 

目的が違ういろんな人が、いろんなことを考えながら、それぞれの行き先を 

目指す。 

ここは、それぞれの暮らしの時間が動き出す、はじまりの場所。 
 

暑い日も、寒い日も。少し疲れた日も。どんな自分も受け入れてくれる。 

出かけやすいまちを目指します。 
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【⽬標像実現のための基本⽅針】 

①  まとまりのある都市づくり  

○集約型都市構造への転換を図るため、都市機能の集積や居住誘導を促進し、持続可

能な公共交通ネットワークの形成のもと、まとまりのある都市づくりを進めます。 

○将来にわたり安⼼して住み続けられるよう、居住を誘導するエリアでは、⾝近な⽣

活圏に⽇常⽣活に必要な店舗や病院等がある良好な居住環境のもと、さまざまな

世代が⽣き⽣きと快適に暮らせるまちを⽬指します。 

 

②  拠点づくりと生活圏の形成  

○豊橋駅周辺の都市拠点では、都市機能の集積を図ることで、⾼度で多様なサービス

を享受できる拠点づくりを進めます。 

○都市拠点のまわりに位置する地域拠点では、⽇常⽣活に必要な機能の集積や維持

を図り、便利で快適に暮らせるよう⽣活圏の中⼼となる拠点の形成を図ります。 

○市街化調整区域内の地域拠点では、⽇常⽣活に必要な機能を維持し、周辺地域から

のアクセス交通の確保により、⽣活圏の中⼼となる拠点の形成を図ります。 

○市街化調整区域の集落地では、農地や⾃然環境との調和の中、地域の実情に応じて、

既存集落を中⼼に集約化を進め、将来にわたり⼀定のコミュニティを維持できる

⽣活圏の形成を図ります。 

 

③  多様な選択ができる公共交通ネットワークの形成 

○公共交通幹線軸を中⼼とした公共交通ネットワークは、まとまりのある都市づく

りの実現に必要不可⽋であるため、都市づくりと⼀体となった持続可能なネット

ワーク形成を促進します。 

○公共交通が環境や健康に優しい乗り物という点に着眼した、交通⾏動の変⾰を促

す取り組みを進めることで、過度に⾃家⽤⾞に頼らない都市交通体系を構築して

いきます。 

○これら公共交通ネットワークの形成にあたっては、誰もが安全で安⼼して移動で

きるよう、⾃動運転技術や新たな情報技術の適⽤可能性を検討し、快適に暮らせる

便利なまちを⽬指します。  
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活気あふれる元気なまち 
〜活気にあふれ豊かに暮らせる豊橋であり続けるために〜 

まちの魅⼒と活⼒が広く伝わり、何度でも訪れ、めぐりたくなるにぎわいづくり

と持続的な産業発展ができるまちを⽬指します。 

【⽬指すまちのイメージの⼀例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大切なあの人と駅前で待ち合わせ。最近できたあのカフェで作戦練って。 

「今日は駅前を案内するね」「明日は海の方まで行っちゃおうか」 
 

前から居ても、久しぶりに来ても、初めて来ても。 

場所と人に元気をもらえる過ごし方、楽しみ方を提供できるまちを目指します。 

豊橋のすごいところはどこでしょう？ 

自然がいっぱい。適度に都会。美味しい野菜に新幹線。 

なんといっても三河港。 
 

地の利、だけじゃない。たゆまぬ努力と鳥のまなざし。 

コツコツと、そして大胆に。未来を見据えた活力あるまちを目指します。 
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【目標像実現のための基本方針】 

① にぎわいと交流の拠点づくり  

○豊橋駅周辺の都市拠点では、商業施設・文化施設など広域的な利用を想定した都市

機能の集積を高め、多様なライフスタイルに応じた居住と雇用の場を確保し、にぎ

わいと活気に満ちた東三河の中心にふさわしい拠点の形成を図ります。 

○多くの市民や来訪者が集い、交流できるまちなかの空間形成を促進するため、市民

協働や民間活力を活かしながら、中心市街地の活性化を進めるとともに、まちなか

に滞在したくなるよう、居心地が良く歩きたくなるまちなかの創出を進めます。 

○広域交流拠点では、観光資源、農業・農産物等の地域固有の資源を活かしながら、

道の駅「とよはし」を中心に、広域的なにぎわいが生まれ多様な世代の交流が促進

されるよう、他施設との連携強化をより一層図ります。 

 

② さらなる産業の活性化に向けたヒトとモノの流れを支える基盤整備 

○名豊道路（国道 23 号バイパス）や浜松三ヶ日・豊橋道路（仮称）をはじめとする

広域幹線道路は、産業を活性化するために重要な都市基盤であるため、整備や早期

実現に向けた取り組みを推進するとともに、効率的で機能的な道路ネットワーク

の実現に向け、市内の幹線道路の整備を進めます。 

○リニア中央新幹線の開業により、ヒトとモノの対流がさらに拡大することから、地

域資源などを活かしたまちの魅力向上とともに、豊橋駅の機能強化を図ることで、

活力あふれるまちを目指します。 

○三河港は、今後も世界に誇る重要港湾であり続けるため、港湾機能のさらなる強化

に向けた整備を促進します。 

 

③ 交通基盤を活かした産業基盤の整備  

○新規産業の立地を促進し、雇用機会の拡大や市勢の発展を図るため、既存の産業拠

点への集積促進や、周辺環境に配慮した新たな産業拠点の整備など、さらなる産業

の活性化に向けた拠点の強化を図ります。 

○国内有数の産出額を誇る農業が、これからも本市を代表する産業であり続けるた

め、広域幹線道路沿いを中心に農地の集積を促進します。また、農業者が安定的か

つ効率的に生産できる基盤の整備を進めます。 

  



 

 豊橋市都市計画マスタープラン 2021-2030 
34 

 

⾃然豊かな美しいまち 
〜環境にやさしく、⾃然と調和した美しい豊橋であり続けるために〜 

私たちの社会や経済活動を⽀える基盤となる、豊かな⾃然環境を思いやりながら、

⼼地よく暮らせる美しいまちを⽬指します。 

【⽬指すまちのイメージの⼀例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やっぱり豊橋って住むのにちょうどいい。山があって、川があって、空気がき

れいで、絵になるまち。 

ただ、そこにあるだけじゃ豊かさは続かない。 
 

誰かがいくらかの誇りとともに、思いをはせて、手を入れて。 

その気持ちを大切に、豊かで美しいまちを目指します。 

そよぐ風。降り注ぐ日の光。運ばれてくる新緑の香り。 

未来の豊橋のため、二輪のタイヤで駆けていく。 
 

今日のひと漕ぎが明日への第一歩。 

地球の恵みに応えられるよう、環境に優しいまちを目指します。 
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【⽬標像実現のための基本⽅針】 

①  自然と調和する美しい都市づくり  

○無秩序な市街地拡⼤の抑制と良好な居住環境の形成のため、市街地を取り囲む斜

⾯林や街路樹などのグリーンベルト、東部などに広がる豊かな森林、まとまりのあ

る農地などの保全を図ります。 

○⽣物多様性を確保するため、⽔と緑のネットワークを形成します。また、⽇々の⽣

活に潤いと活気をもたらすため、住宅地等にある⾝近な緑の質の向上と活⽤によ

り、暮らしを彩る緑を形成します。 

○地域らしく⼼地よい景観を次世代に引き継ぐため、地域の成り⽴ちやさまざまな

⾃然、歴史・⽂化などの景観資源を⼤切にするとともに、新しく魅⼒ある景観を創

出し、誇りと愛着を感じる美しい景観を形成します。 

 

②  人と環境にやさしい都市づくり  

○環境や健康に優しいまちづくりに寄与するため、集約型都市構造の形成を進めま

す。また、公共交通の利⽤や徒歩等での⽣活を促進し、⼈々の快適な暮らしを維持

しながら、低炭素型のまちの形成を図ります。 

○⾃動⾞が円滑に⾛⾏できる道路整備や⾃転⾞通⾏空間、歩⾏空間の整備を進め、環

境に配慮した移動を促進します。 

○公共施設や住宅地等の緑化、再⽣可能エネルギーの導⼊、公共施設や⺠間の建築物

の低炭素化等を促進し、環境に配慮したまちづくりを推進します。 
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安全・安⼼がつづくまち 

〜持続性が⾼く、災害にも強い豊橋であり続けるために〜 

⾃然災害等の有事に備え、先を⾒据えた都市経営により、災害に強く安全で安⼼

な暮らしが続くまちを⽬指します。 

【⽬指すまちのイメージの⼀例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

災害が発生した時の心構えは大丈夫？ 

日ごろの備えを確認して、防災訓練にも参加します。 

都市づくりの心構えは大丈夫？ 

消防車が通れる広い道、みんなが避難できる公園、もしもに備え整ったまち。 
 

命を守る、災害に強いまちを目指します。 

あちこちにある施設。少し古くなってきた。 

あれもこれもつくりかえて、きれいに…なかなかそうもいかない時代。 

私たちの子どもや孫の世代に、本当に求められるまちの姿って？ 

これからは一人ひとりがやりくり上手な経営者。 
 

住みよい豊橋であるために。持続可能なまちを目指します。 



第 3 章 都市づくりの目標像と基本方針 

 
37 

 

【⽬標像実現のための基本⽅針】 

① 大規模自然災害等に備えた安全で安心な暮らしの確保 

○災害から市⺠の暮らしを守るため、災害ハザードエリアから安全な地域への居住

誘導を進め、災害リスクを考慮した⼟地利⽤への転換を図ります。 

○⼤規模⾃然災害に備えた都市基盤の強化や、総合的な治⽔対策などを計画的に進

めるとともに、災害時の道路ネットワークの強化と防災拠点の充実を図り、安全・

安⼼の都市づくりを進めます。 

○災害に備えた都市づくりをより効果的にするため、市⺠の防災意識を⾼めるとと

もに、地域防災⼒の向上を図り、市⺠と⼀体となって災害に強いまちを⽬指します。 

 

② 持続可能な都市経営を見据えた都市施設の配置 

○都市施設等のストックについては、⻑寿命化対策により有効活⽤を図りつつ、機能

の複合化、集約化などを進めるとともに、⽬指すべき都市構造に対応するため、都

市施設等の適正配置を図り、持続可能な都市づくりを進めます。 

○都市の持続性を確かなものとするため、都市施設等の維持管理などにあたっては、

⺠間活⼒の導⼊や市⺠協働により、⼀層効果的なストックマネジメントを進めま

す。 
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２ 将来都市構造 

⽬標像の実現に向け、将来都市構造を定めます。都市構造は、商業、医療、福祉

などの都市機能や産業基盤、交流施設といった多様な機能が集積し各地域の中⼼的

な役割を果たす「拠点」、公共交通や主要幹線道路等により各拠点を結び市⺠の⽣

活や産業活動を⽀える「軸」、住居系地域や商業系地域など、地域の⼤まかな⼟地

利⽤の⽅向性を⽰す「ゾーン」の 3 つの要素から構成します。 

 

  
図 将来都市構造図 
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語句の説明 

①拠点 

■都市拠点︓ 

鉄道や路⾯電⾞、路線バスなどの利便性の⾼

い公共交通が集中している豊橋駅周辺におけ

る、商業施設、医療施設、福祉施設、⾦融施設、

⾏政施設といった⾼度で多様な都市サービス

を享受できる広域的な都市機能の集積及び多

様な世代やライフスタイルに応じた居住と雇

⽤の場を確保する、にぎわいと活気のある東三

河の中⼼拠点 

■地域拠点(市街化区域)︓ 

南栄駅周辺、⼆川駅周辺、井原停留場周辺及

び藤沢町周辺における、店舗や病院、銀⾏など

⽇常⽣活に必要な都市機能の集積を⾼め、市街

地内の⽣活圏の中⼼となる拠点 

■地域拠点(市街化調整区域)︓ 

⼤清⽔駅周辺、和⽥辻停留所周辺における、既

存の交通結節機能や施設を活かし、⽇⽤品を扱

う店舗や病院など⾝近な都市機能の維持を図

り、市街化調整区域の⽣活圏の中⼼となる拠点 

■産業拠点︓ 

三河港の臨海部や県境部といった既存の産業

基盤が充実した地区や、主要幹線道路沿道等の

交通基盤の利便性が⾼い地区における、⼯場や

物流施設の集積を促進することでさらなる産業

の発展に資する拠点 

■広域交流拠点︓ 

道の駅「とよはし」周辺における、観光資源、

農業・農産物等の地域固有の資源を活かし、広域

から多くの⼈が訪れ、交流する中で活気や活⼒

を育む拠点 

②軸 

■公共交通幹線軸︓ 

バスや鉄道など、⾼いサービス⽔準と速達

性、定時性を持つ利便性の⾼い幹線的な公共交

通で、市外との往来に対応する広域幹線や、都

市拠点と地域拠点などを結ぶ市内幹線の軸 

■産業促進幹線軸︓ 

三河港の臨海部、県境部などの産業拠点と、

広域的な産業拠点や⾼速道路との連絡強化を

図る軸 

■浜松三ヶ⽇・豊橋道路（仮称）︓ 

東名⾼速道路三ヶ⽇ JCT と三河港を起終点と

し、⼸張⼭地の東側を経過地とする予定の新た

な幹線道路。2020（令和２）年 6 ⽉にルート帯

３案が⽰された。速達性、定時性の向上による物

流⽀援や災害時の円滑な救護活動・⽀援物資輸

送、広域道路ネットワークの構築による地域間

交流の促進などが期待されている軸 

③ゾーン 

■住居系地域︓ 

良好な居住環境が維持・保全され、⽣活利便

施設が適切に⽴地する住宅⽤地を主体とする

地域 

■商業系地域︓ 

⼟地の⾼度利⽤が図られ、広域的な利⽤が⾒

込まれる都市機能が集積する商業⽤地を主体

とする地域 

■⼯業系地域︓ 

⼯場の⽣産環境の維持・保全と利便性の向上

が図られつつ、周辺環境と調和した⼯業⽤地を

主体とする地域 

■農業地域︓ 

農業⽣産の場として優良な農地が保全された

地域 

■⾃然地域︓ 

⽣物多様性の保全が図られるとともに、市⺠

が⾃然とふれあうことのできる場が確保された

地域 

■主な集落地域︓ 

市街化調整区域において居住環境が維持・確

保され、⼀定のコミュニティが形成された地域 
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３ 豊橋市立地適正化計画の方針 

「⽴地適正化計画」とは、⼈⼝減少や⾼齢化等に対応し、持続可能な都市経営を

⾏うために策定する、居住機能や商業・医療・福祉等の都市機能の⽴地、公共交通

幹線軸の形成等に関する包括的なマスタープランのことを⾔い、本市では 2018

（平成 30）年度に策定しています。 

豊橋市⽴地適正化計画に定められた「都市機能誘導区域」、「居住誘導区域」、「歩

いて暮らせるまち区域」を市街化区域内に⽰し、中⼼市街地のにぎわい創出や、各

拠点における都市機能の集積を⽀えるために必要な⼈⼝密度を、将来にわたり維

持するとともに、都市拠点と地域拠点を結ぶ公共交通幹線軸の維持や、住み続け

ることができる安全・安⼼な暮らしの確保を⽬指します。 

将来都市構造の実現に向けた集約型都市構造への転換を図るため、⽴地適正化

の⽅針を以下に定めます。 

■都市機能の誘導方針 

本市の⼈⼝の将来⾒通しや課題を踏まえつつ、本市の都市拠点においては、定

住促進や市外への転出抑制につながる雇⽤の場の充実を図るとともに、にぎわい

や活気の創出につながる⾼度な都市機能の集積を⾼めます。 

また、地域拠点においては、地域の⽣活の中⼼として⽇常⽣活に必要な都市機

能の集積を⾼めていきます。 

■居住の誘導方針 

都市機能集積の効果を活かしながら、確実に⽣活サービスを提供するとともに、

将来にわたり都市機能を維持できるように、災害危険性の⾼い区域を除き、公共

交通と連携しながら中⻑期的に居住の誘導を図ります。 
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図 豊橋市立地適正化計画の方針における区域図 

凡例 

居住誘導区域 

一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サ
ービスや地域コミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導
する区域 

 

歩いて暮らせるまち区域 

都市機能誘導区域または各拠点へのアクセス性に優れた公共
交通幹線軸沿線の居住誘導区域内において、居住を積極的に誘
導する区域 

 都市機能誘導区域 

商業・医療・福祉等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点
に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な
提供を図る区域 
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４ 立地適正化計画における市街化区域の都市集約のイメージ 

都市拠点である豊橋駅周辺では、市外からの利⽤も想定する広域機能の⽴地を

維持・誘導するなど、まちににぎわいと活気をもたらし、⼈々に⾼度で多様なサー

ビスを提供する都市機能を集積します。 

また、公共交通ネットワークが形成されている主要な鉄道駅周辺等においては、

広域的な都市機能、⽇常⽣活に必要な地域機能を集積し、良好な市街地を形成し

ます。そして、都市拠点と地域拠点を結ぶ主要な鉄道・路⾯電⾞・幹線バス路線沿

線では、病院、買い物等の暮らしを⽀える⽣活利便施設等を集積し、歩いて暮らせ

るまち区域を形成することで、⽣活利便性の⾼い市街地を形成します。 
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図 市街化区域における都市集約のイメージ 

主要な鉄道駅周辺に都市

機能がある程度集積してい

ますが、市街化区域全体にお

いて⼈⼝が分布しています。 

公共交通利便性が⾼い都

市拠点、地域拠点に都市機能

が集積するとともに、⼈⼝の

集積が図られます。 

また、都市拠点と地域拠点

を結ぶ公共交通沿線におい

ても⼈⼝集積が図られます。 

■まちなかを中心に、買い物や通院などが便利な暮らしやすいまちになる。 

■公共交通が利用しやすくなり、高齢者をはじめとした多くの人が出かけや 

すくなる。 

■行政サービスが集約・再編され、都市経営が効率化する。 

集約されると・・・ 
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第４章 
 

 

分野別の方針 
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20年後を展望する都市の姿（⽬標像）の実現に向け、都市を構成する分野ごとに、

10年後を⽬標年次とする「分野別の⽅針」を⽰し、総合的に都市づくりを進めていき

ます。 

 

 

分野別の方針 

 

■１．⼟地利⽤ 

■２．公共交通 

■３．道路 

■４．公園・緑地 

■５．河川・下⽔道 

■６．その他都市施設等 

■７．市街地整備 

■８．景観形成 

■９．都市防災 
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１ 土地利用 

機能的な都市活動の推進、良好な都市環境の形成を図り、市内各所の拠点を中

⼼とした便利に暮らせる⽣活圏を形成する都市づくりを⽬指すため、区域ごとの

⽅針に基づき、⼟地利⽤を計画的に誘導します。また、⼟地利⽤の変化や社会経済

情勢等の変化に適切に対応するため、⽤途地域をはじめとする地域地区、地域特

性などを反映した地区計画等の制度を活⽤し、規制・誘導の⾒直しを⾏うととも

に、低未利⽤地などの対策を進めます。 

 

（１）市街化区域の方針 

市街化区域では、⼈⼝規模や経済規模に⾒合ったまとまりのある市街地を形成

するため、現在の区域区分を基本として、住居系地域、商業系地域、⼯業系地域

の３つに区分し、⼟地利⽤を計画的に誘導します。また、区域区分や⽤途地域に

ついては、社会情勢等の変化に基づき、適宜⾒直します。 

 

■住居系地域 

〇主に東部から南部⽅⾯の市街地に位置する「専⽤住宅地」においては、良好な

居住環境の維持・保全を図るため、今後も⼾建て住宅を中⼼とした⼟地利⽤

を維持・誘導します。 

〇主に「都市拠点」や「地域拠点」

の周辺に位置し、⼾建て住宅

や集合住宅、商業施設などが

複合的に⽴地する「⼀般住宅

地」においては、地域住⺠の暮

らしやすさを⽀える住宅地の

形成を図るため、良好な居住

環境に配慮しつつ、商業施設

など⽇常⽣活に必要な都市機

能の適正な確保・配置を促し

ます。  

良好な居住環境（野依台） 
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〇歩いて暮らせるまち区域をはじめとする公共交通幹線軸の沿線においては、

歩いて暮らせる市街地の形成に向け、利便性の⾼い公共交通が利⽤できる環

境を活かし、周辺住宅地の居住環境に配慮しつつ、集合住宅や⽣活利便施設

などの⽴地を促します。 

 

 

■商業系地域 

〇都市拠点である豊橋駅周辺の「中⼼商業地」においては、東三河の中⼼都市と

してふさわしい中⼼市街地の形成を図るため、⺠間再開発事業による⼟地の

⾼度利⽤や空き店舗の有効活⽤などを促進し、⼟地の有効利⽤を進めるとと

もに、広域的な利⽤が⾒込まれる商業施設や⽂化施設などの都市機能の集積

を⾼めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇「⼀般商業地」においては、周辺居住者などにとって利便性の⾼い商業地とな

るように、中⼼市街地の活性化に影響を与えない規模と範囲において、⼩売

店、病院等の都市機能の⽴地を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊橋駅周辺 
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■工業系地域 

〇明海地区をはじめとする三河港臨海部の「⼯業地」や、県境部の⼆川・⾕川地

区をはじめとする内陸型の「⼯業地」においては、本市の経済基盤を⽀える優

良企業が多く集積していることから、⼯場の⽣産環境の維持・保全と利便性

の向上を図るため、今後も⽤途の混在を防⽌する⼟地利⽤の⽅針を継続しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇野⽥地区や下地地区、⼆川地区、前芝梅薮地区などの「住⼯複合地」は、主に

軽⼯業の⼯場等の環境悪化のおそれの少ない⼯業の業務の利便を図る地区で

す。その中でも、⼯場などの減少と住宅の⽴地が顕著な地区については、その

動向などを⼗分踏まえながら、今後の⼟地利⽤の⽅針を検討します。 

  

三河港臨海部 
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（２）市街化調整区域の方針 

市街化調整区域は市街化を抑制し、農地や⾃然を守る区域であるため、無秩序

な開発を抑制するとともに、農業地域や⾃然地域との調和を保ち、集落地域の⽣

活圏を維持していきます。また、地域活⼒の向上を図るため、ストックを活⽤し

た都市的⼟地利⽤を進めるとともに、産業や広域交流の活性化のため、農地や⾃

然環境との調和を図り、地域特性に応じた産業⽤地の供給や地域資源の活⽤に資

する⼟地利⽤を進めます。 

 

 

■集落地域 

〇地域拠点に位置づけた⼤清⽔駅及び和⽥辻停留所周辺においては、周辺地域

での暮らしを⽀える⽣活利便施設の維持を図ります。 

〇既存集落地では、地域の実情を踏まえつつ本市産業の柱である農業の担い⼿

を中⼼に、農業振興策などと連携し、コミュニティの維持を図ります。 

〇点在する集落では、近年の⼈⼝減少や⾼齢化を踏まえ、コンパクトコミュニ

ティの実現に向け、既存集落地を中⼼とした集約化を進めるため、従来の規

制に加え、過度な拡散の抑制を検討します。 

 

 

■農業地域 

〇農業⽣産の場としてさらなる活性化を図るため、農業⽣産基盤の充実と経営

の効率化を図ることで農地の保全に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほ場整備後の農地 
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■自然地域 

〇東部丘陵地域に広がる森林や表浜海

岸⼀帯は、⽣物多様性の確保を図る

ため、豊橋⾃然歩道や⽯巻⼭、吉祥

⼭の登⼭道、表浜海岸などの適切な

維持管理により、市⺠が⾃然とふれ

あうことができる場を確保します。 

 

 

 

 

 

 

■工業系地域 

〇新たな⼯業⽤地については、三河港

や道路・鉄道網などの都市インフラ

を活かし、三河港の臨海部、県境部、

広域幹線道路沿道において周辺環

境との調和に配慮しつつ、地区計画

制度などの活⽤により、⼯業⽤地の

確保に努めます。 

 

【主な取り組み】 

■区域区分制度の適切な運⽤ 

■地域の実情や将来像に即した⽤途地域の⾒直し 

■地区計画の活⽤ 

■都市機能誘導区域への誘導施策の推進 

■居住誘導区域への誘導施策の推進 

■コンパクトコミュニティ実現に向けた施策の検討 

 

  

アカウミガメが来る表浜海岸 

新たな工業用地（三弥地区） 
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図 土地利用方針図 
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２ 公共交通 

鉄道や路⾯電⾞、幹線バスなどの公共交通幹線軸を中⼼に、市⺠、交通事業者、

⾏政の連携により、利便性の⾼い公共交通ネットワークの形成を図ります。 

（１）広域公共交通 

〇リニア中央新幹線の開業を⾒据え、広域的な交通利便性を向上させるため、豊

橋駅の機能強化を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）公共交通幹線軸 

〇JR 線や名鉄線は、鉄道事業者を中⼼に、利⽤者の利便性向上やアクセス性の向

上などを進めます。 

〇市⺠の暮らしを⽀える路⾯電⾞や渥美線は、誰もが安⼼して利⽤できるよう、

⽼朽施設や損傷が⽬⽴つ施設の更新などについて鉄道事業者への⽀援を⾏い、

機能の維持を図ります。 

〇バス路線は、バス事業者による路線の維持、再編・⾒直しを⾏うなど、利便性

の⾼い公共交通幹線軸として強化します。 

 

〇MaaS などの新たな技術を活

⽤したモビリティサービスの

導⼊を⾏い、「居⼼地がよく歩

きたくなるまちなか」づくり

と連携を進めることで、新た

な公共交通利⽤者の確保を図

ります。 

 

豊橋駅 

路面電車 
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（３）支線公共交通・アクセス交通 

〇⽀線公共交通は、交通事業者と連携し、⼀団の住宅地や主要施設などと交通結

節点を結び、⽇常⽣活に対応できるサービス⽔準を確保した路線として構築し

ます。 

〇アクセス交通は、従来の乗合型公共交

通サービスの確保が難しい地域にお

いて、鉄道駅といった最寄りの交通結

節点などにアクセスしやすくするた

め、地域住⺠と交通事業者との連携等

により移動⼿段を確保します。 

 

 

 

 

〇三河港の臨海部や県境部など⼤規模な事業所が集積した地域において、通勤時

などピーク時の渋滞緩和や環境負荷軽減を図るため、⾃家⽤⾞以外の通勤交通

⼿段への転換を促す取り組みを進めます。 

〇⾃家⽤⾞の利⽤が難しくなった⾼齢者等の移動⽀援を⾏い、誰もが⾃⽴して移

動できる環境を整えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コミュニティバス（東部東山線） 
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（４）交通結節点 

〇交通結節点では徒歩や⾃転⾞、⾃家

⽤⾞と公共交通との乗り継ぎを快

適にするため、パーク＆ライドやサ

イクル＆ライドに資する駐⾞場や

駐輪場の整備を促進します。 

〇主要な駅や停留場、バス停において

施設の改善など、利⽤者が待ちやす

い環境の整備を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取り組み】 

■公共交通幹線軸の機能強化 

■モビリティマネジメントの推進 

■新たなモビリティサービスの導⼊ 

■パーク＆ライド、サイクル＆ライドの推進 

■待合い環境の改善 

 

赤岩口停留場 

図 交通結節点のイメージ 
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図 公共交通ネットワークの方針図 
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３ 道路 

（１）広域幹線道路等 

〇地域⾼規格道路である名豊道路（国道 23 号バイパス）は、新たな地域間交流

の創出や産業の活性化、物流の効率化を図るものとして、暫定２⾞線区間の⾞

線４⾞線化に向け整備を促進します。 

〇浜松三ヶ⽇・豊橋道路（仮称）は、速達性、定時性の向上による物流⽀援、災

害時の信頼性向上による円滑な救援活動及び⽀援物資輸送、広域道路ネットワ

ークの構築による地域間交流の促進、⽣活交通の安全な⾛⾏環境確保のため、

早期実現に向け取り組みを推進します。 

〇東三河臨海道路は、三河港の港湾物流を⽀える路線として早期実現に向け取り

組みを推進します。 

〇豊橋新城スマート IC（仮称）は、新規事業化を⽬指し、早期開通に向けた取り

組みを推進するとともに、周辺道路の整備を促進します。 

〇「東三河 1 時間交通圏」確⽴の柱となる東三河縦貫道路や東三河環状線をはじ

めとする広域幹線道路のネットワーク化を促進します。 

〇⼩松原街道線や豊橋⿃⽻線、南栄伊古部線などは、交通渋滞や沿道環境を改善

するため、整備を促進します。 

〇効率的で機能的な道路ネットワークの実現に向け、⼤岩寺沢線や弥⽣町線など

の幹線市道の整備を推進します。 

〇都市計画道路は、社会経済情勢の変化を踏まえ、道路の機能を明確化した上で、

必要に応じた計画の⾒直しを⾏います。 

 

  

４車線化の整備を進める名豊道路 
（国道 23 号バイパス） 
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（２）自転車通行空間・歩行空間 

〇「豊橋市⾃転⾞活⽤推進計画」に基づき、

⾃転⾞や歩⾏者の良好な通⾏空間を確保

するため、それぞれの安全性に配慮した

道路整備を⾏い、⾃転⾞ネットワークの

形成を推進します。さらに、⾃転⾞につ

いては、⾃転⾞活⽤に向けたソフト的な

取り組みと連携しながら、⾃転⾞通⾏空

間の整備を推進します。 

〇歩⾏者が「歩きたくなる」快適な歩⾏空

間を形成するため、まちなかを中⼼とし

た、ストリートデザイン事業などを進め

ます。 

〇通学路などの安全が保たれるよう、歩道

の設置や交差点改良などに取り組むとと

もに、誰もが通⾏しやすい道路とするた

め、歩道の段差解消など道路のバリアフ

リー化を進めます。 

 

【主な取り組み】 

■地域⾼規格道路等、主要幹線道路の整備促進 

 名豊道路（国道 23 号バイパス)、浜松三ヶ⽇・豊橋道路（仮称）、東三河臨海道

路、豊橋⿃⽻線（⼀般国道 259 号）、東三河環状線（主要地⽅道東三河環状線） 

■新規のインターチェンジの整備 

 豊橋新城スマート IC（仮称） 

■都市幹線道路、地区幹線道路等の整備促進 

 ⼩松原街道線（⼀般県道⼩松原⼩池線）、南栄伊古部線（⼀般県道伊古部南栄線）、

⼀⾊⾼洲線、⽜川町線（主要地⽅道豊橋乗本線）、⽼津⾚沢線（⼀般県道城下⽼

津線）、三ツ⼭通（⼀般県道平井牟呂⼤岩線）、⼭⽥三弥線、汐⽥通、元浜通、弥

⽣町線、外郭線、⼤岩寺沢線、雲⾕三弥線、明海町・⽼津町 28 号線 

■⾃転⾞通⾏空間整備 

■ストリートデザイン事業 

■道路改築（歩道設置、交差点改良、歩道の段差解消等） 

 

自転車通行空間 

キッズ・ゾーンを示す路面標示 

（向山町） 

ストリートデザイン事業実施後の通り 
（萱町通り） 
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図 道路の整備方針図 
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４ 公園・緑地 

（１）公園・緑地 

〇市⺠の⽇々の⽣活を潤す場として、多様な世代の⼈々を惹きつけ活気を⽣み出

す拠点となるよう、市街地整備事業や公園施設⻑寿命化計画などにあわせ、公

園・緑地の整備・改修を進めます。また、さらなる魅⼒や利便性の向上に向け

て、⺠間活⼒を取り⼊れたにぎわいのある公園や緑地づくりを進めます。 

〇公園や緑地が有する⽣物多様性の保全や良好な⾃然景観の形成などの多様な

機能を活⽤し、市⺠、事業者、⾏政との協働による取り組みなどにより魅⼒あ

る地域づくりを進めます。 

〇東部などに広がる森林や市街地を取り囲む社寺林や街路樹、緩衝緑地など、ま

とまった緑地を保全するとともに、豊川をはじめとした河川などの⽔と緑のネ

ットワークを形成します。 

〇災害時に拠点となる公園の防災施設について、適切に使⽤することができるよ

う継続して整備や維持管理を⾏います。 

○未整備区域のある都市計画公園は、社会情勢等の変化を踏まえ、必要に応じた

計画の⾒直しを検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取り組み】 

■都市公園の整備 

 豊橋公園や⼟地区画整理地内の近隣公園、街区公園などの整備 

■⺠間活⼒の導⼊ 

  

憩いの場となる緑地（高師緑地） 
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（２）緑化 

〇緑豊かな都市づくりを進めるため、市⺠、事業者等と連携し、花交流フェアや

みどりの講座などの開催により、緑に親しむ機会の提供や緑化活動に取り組み

ます。 

〇緑豊かな中⼼市街地の形成を図るため、都市拠点である豊橋駅周辺においては、

建物やオープンスペースを活⽤した緑化を促進します。 

〇庁舎や学校等の公共施設において、良好な緑の景観を創出し、敷地内の緑化や

屋上、壁⾯等の緑化を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取り組み】 

■緑化活動の⽀援 

■中⼼市街地の緑化 

■緑化イベント・講座の開催 

  

協働による緑化活動 
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図 公園・緑地の保全方針図 
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５ 河川・下水道 

（１）河川 

〇豊川は流域治⽔に向けた取り組みを推進するとともに、霞提地区における⼩堤

整備などの治⽔対策を促進します。 

〇柳⽣川などの中⼩河川は、⼤⾬による被害や⼤規模災害の軽減・防⽌を⽬的と

した整備を促進します。 

〇河川・⽔路の氾濫による被害を防ぐため、流下能⼒の向上や⽼朽化した護岸の

改修を⾏います。 

〇⼤⾬や集中豪⾬による浸⽔被害を防ぐため、⾬⽔管や⽔路の整備を進めます。 

〇⼤規模地震発⽣時の陥没事故等を防ぐため、⽼朽化した⾬⽔暗きょ施設の健全

化を進めます。 

〇貴重な⾃然資源である川の環境や景観を守るため、河川愛護団体など地域住⺠

との協働により親しまれる⽔辺環境を保全します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取り組み】 

■河川等改修事業 

 ⼀級河川︓豊川 ⼆級河川︓柳⽣川 準⽤河川︓⼭崎川 等 

■⼤⾬浸⽔対策事業 

■⾬⽔暗きょ施設対策事業  

豊川 
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（２）下水道 

〇下⽔道未普及地区の⽣活環境の向上を図るため、経済性や社会情勢等を踏まえ、

最適な汚⽔処理⽅法で整備を進めます。 

〇下⽔道の機能を維持するため、定期的な点検・調査に基づき、⽼朽化した施設

などの計画的な改築や更新を進めます。 

〇下⽔汚泥等のエネルギー利⽤を継続的に取り組み、資源循環型社会の形成に貢

献します。 

〇⼤規模な災害に備えるため、計画的に下⽔道管や処理場等施設の耐震化を進め

るとともに、⾬⽔排除能⼒の向上に取り組みます。 

〇ICT などの利活⽤を検討し、より適切な下⽔道施設の建設や維持管理を⾏いま

す。 

〇処理場等施設の統廃合を⾏い、維持管理コストの削減を図ります。  

 

【主な取り組み】 

■公共下⽔道の整備（吉⽥⽅、橋良、⽜川、下地（⾬⽔）地区等） 

■⽼朽化施設の改築・更新 

■下⽔道資源の利活⽤ 

■下⽔道施設の耐震化 

■処理場等施設の統廃合 

  

バイオマス利活用センター 
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６ その他都市施設等 

（１）市場・と畜場 

〇市場・と畜場（東三河⾷⾁流通センター）は、施設の⽼朽化が進んでいること

から、今後の消費動向や地域との合意形成を踏まえ、再整備を検討します。 

 

 

 

 

（２）駐車場 

〇公共駐⾞場の適切な維持管理を推進し、利便性の向上に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ごみ処理施設 

〇ごみ処理施設は、ごみ処理の広域化に向けた整備を進めるとともに、周辺環境

と調和した配置を進めます。 

  

リニューアルした「豊橋まちちか駐車場」 



 

 
豊橋市都市計画マスタープラン 2021-2030 

66 

 

（４）広域交流施設 

〇国道 23 号バイパス沿道に整備された、広域交流拠点である道の駅「とよはし」

は、豊橋総合動植物公園をはじめとする周辺地域の交流施設の核として、サイ

クルツーリズムなどと連携し、多くの観光客を受け⼊れる環境を整備します。

また、農業や観光など地域情報を発信する取り組みなどとともに、地域振興に

寄与する基盤整備を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）その他施設 

○学校や市⺠館、⽂化・スポーツ施設などは、⼈⼝減少や⾼齢化による社会情勢

の変化を踏まえながら、「豊橋市公共施設等総合管理⽅針」に基づき、保有量の

適正化や機能の複合化・集約化等を進めます。 

  

道の駅「とよはし」（Tomate） 

改築された高根小学校 
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７ 市街地整備 

（１）中心市街地整備 

〇都市拠点である豊橋駅周辺での魅⼒とにぎわいを創出するため、⺠間事業者と

連携しながら、⽼朽化が進む街区などでは、⺠間再開発事業やストック活⽤に

よる整備を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇まちなか居住を推進するため、都市機能の集積を図るとともに、⺠間再開発事

業などへの⽀援により、⾼齢者や環境に配慮した都市型住宅の供給を促します。 

〇ウォーカブル推進都市として「居⼼

地がよく歩きたくなるまちなか」の

形成やにぎわいを創出するため、ま

ちづくりプレーヤーの発掘など、市

⺠協働や⺠間活⼒の導⼊による広

場や道路などの公共空間の活⽤を

図ります。また、新たなモビリティ

サービスとの連携により、まちなか

に集い、滞在しやすくなる取り組み

を進めます。 

 

〇中⼼市街地のさらなる活性化のため、豊橋駅⻄⼝駅前地区において広場整備や

機能強化など、利便性を⾼める環境整備の取り組みを検討します。 

 

 

【主な取り組み】 

■市街地再開発事業 

■優良建築物等整備事業  

公共空間の活用事例 
（豊橋駅「南口広場」） 

まちなか図書館（仮称）イメージスケッチ 
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（２）計画的市街地整備 

〇安全で快適な都市空間を形成するため、現在施⾏中である牟呂坂津、⽜川⻄部、

柳⽣川南部⼟地区画整理事業の円滑な推進による早期完了を⽬指します。 

〇国道⼀号沿線⼟地区画整理事業（岩⻄地区）については、⼩規模な区画整理事

業などさまざまな⼿法による都市づくりと道路整備を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取り組み】 

■豊橋牟呂坂津⼟地区画整理事業の推進 

■豊橋⽜川⻄部⼟地区画整理事業の推進 

■豊橋柳⽣川南部⼟地区画整理事業の推進 

■国道⼀号沿線⼟地区画整理事業（岩⻄地区）の検討 

 

 

 

  

土地区画整理後の住宅地（牛川西部） 
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（３）既成市街地整備 

〇既成市街地における良好な住環境の維持・形成を図るため、地区計画や建築協

定などを活⽤したルールづくりに取り組みます。 

〇建物が密集している既存の住宅地や集落地などにおいて、良好な居住環境の形

成を図るため、狭あい道路の改善に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取り組み】 

■地区計画などの活⽤ 

■狭あい道路の改善 

 

  

地区計画を活用した住宅地（曙町松並地区） 
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８ 景観形成 

景観の形成にあたり、景観計画に⽰された⽬標景観像である「⽔と緑に包まれ、

⼈と⾃然が調和した美しいまち」の実現に向け、地域の⾃然や歴史・⽂化を活かし

ながら、景観の保全及び形成を図ります。 

 

（１）里山の景～東部丘陵地域～ 

〇⽯巻⼭をシンボルとし、⼸張⼭地の美しい⼭並みと、⼈と⾃然の共⽣により⽣

まれた⾥⼭の景観を保全します。 

〇葦⽑湿原をはじめとした貴重な⾃然や点在する歴史的資源を周辺景観と⼀体

的に保全し、地域の歴史と⽂化を継承した落ち着きのある景観を形成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）川の景～豊川沿川地域～ 

〇豊かな豊川の流れと河畔林のある⽔辺の景観を⼤切にするとともに、⼈⼯河川

である豊川放⽔路はヨシなどにより⾃然に近い景観形成を図ります。 

〇段丘の斜⾯緑地などの⾃然を背景にした、落ち着いた集落の景観と広がりのあ

る⽥園景観を保全します。 

 

 

 

  

里山の景観～里山のふもとに広がる田園と落ち着いた集落～ 

川の景観～豊川沿いに広がる田園と落ち着いた集落～ 
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（３）港の景～三河湾沿岸地域～ 

〇臨海部の⼯業地帯では、産業活動による活⼒を感じる景観を形成します。また、

周辺では神野新⽥の広がりのある⽥園景観や⼲潟の景観を保全します。 

〇三河湾沿岸地域全体では、緑化により潤いを創出し、産業活動と⾃然が調和し

た景観を形成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）まちの景～市街地地域～ 

〇豊橋駅周辺の中⼼市街地では、にぎわいと活⼒を感じる都市景観を創出し、周

辺の住宅地では、落ち着きと安らぎを感じる景観を形成します。 

〇⼆川宿などの歴史的環境の残る地域では、重要な資源を保全しながら、歴史と

⽂化の薫る景観を形成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港の景観～産業道路が交差する三河港周辺～ 

まちの景観～路面電車が乗り入れる豊橋駅東口駅前～ 
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（５）農の景～南部田園地域～ 

〇ゆるやかな曲線を描く起伏のある地形を⼤切にし、広がりのある⽥園景観と落

ち着いた集落の景観を保全します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）海の景～表浜沿岸地域～ 

〇貴重な⽣態系のある美しい砂浜と、海⾷崖の上につながる常緑広葉樹林の雄⼤

な⾃然景観を保全します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取り組み】 

■景観計画における景観配慮指針に基づく良好な景観形成の誘導 

■歴史的まちなみ景観形成の推進（⼆川宿景観形成地区など） 

  

農の景観～ゆるやかな起伏のある大地に広がる農地～ 

海の景観～砂浜と海食崖が続く表浜海岸～ 
（連続テレビ小説「エール」のロケ地にもなった表浜海岸） 
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図 景観形成の方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （資料：豊橋市景観計画） 
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９ 都市防災 

（１）防災まちづくり 

〇頻発化、激甚化する⾃然災害に備えるため、⽴地適正化計画に基づく災害ハザ

ードエリアからの居住誘導の促進や災害ハザードエリアにおける開発の抑制

により、都市における防災対策・安全確保を推進します。また、住宅地等の移

転の検討など、災害リスク情報を踏まえた防災まちづくりを推進します。 

〇都市における⽕災の危険を防除するため、建築物の密集した⽕災危険率の⾼い

市街地の区域に対する防⽕地域、準防⽕地域の指定や、狭あい道路の改善、避

難や消⽕活動が可能なオープンスペースの確保などを検討します。 

〇浸⽔被害や内⽔被害を軽減するため、⾬⽔排除能⼒の向上や内⽔ハザードマッ

プに基づいた対策を推進します。 

〇防災リーダーの養成や防災コミュニティマップの活⽤などにより市⺠の防災

意識を向上し、⾃助・共助による地域の防災⼒を⾼めます。 

 

 

 

  

防災リーダー養成講座の様子 

防災コミュニティマップの一例 

（津田校区津波避難マップ 2019（平成 31）年発行） 
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（２）都市施設 

〇災害時に⼀定の通⾏機能を確保するよう、国や県と連携し、緊急輸送道路や重

要物流道路などの道路網形成を図ります。 

〇緊急輸送道路に接続する都市計画道路は、災害時も救急搬送・救援物資輸送な

どの重要な機能を持つため、整備を推進します。 

○橋りょうなどの道路施設は、計画的な維持管理を推進し、災害時における安全

性や信頼性の確保を図ります。 

〇公園、緑地、広場などは災害時の避難場所、防⽕帯や応急救護活動・物資集積

などの基地として重要な役割を持つため、適正な規模・配置について考慮しつ

つ整備を進めます。 

〇道の駅「とよはし」などをはじめとした防災活動拠点の機能強化を図ります。 

 

 

 

 

 

  

津波防災センター（梅薮地区） 

道の駅「とよはし」の防災備蓄倉庫 
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（３）建築物 

〇都市全体の安全性の向上を図るため、住宅や建築物における耐震化の促進に努

めます。 

〇適切に管理されていない空家等は、地震による倒壊や⽕災の延焼なども懸念さ

れることから、適切な管理を促進するとともに、空家等の発⽣予防・抑制や利

活⽤の促進も図っていきます。 

 

 

【主な取り組み】 

■⽴地適正化計画の推進 

■地域防災⼒の向上 

■都市計画道路の整備 

■道路施設の⻑寿命化対策 

■住宅等の耐震診断及び耐震改修 

■耐震性防⽕⽔槽の設置 

■空家対策の推進 
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図 緊急輸送道路・防災活動拠点・広域避難場所の配置図 
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本計画でこれまで⽰してきた⽬指す都市の姿や都市づくりの⽅針は、市⺠をはじ

めとした多くの関係者との協働やあらゆる分野との連携、多様な⼿法の活⽤によっ

て実現できるものです。このことを念頭に、本計画を効果的に推進し、これからも

「住みよい」魅⼒ある都市づくりを⾏うための基本的事項を⽰します。 

 

  

目指す都市の実現に向けた流れ 
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１ 協働による都市づくりの推進 

⽬指す都市の姿の実現には、⼀⼈ひとりが都市づくりに関⼼を持ち、市⺠・事業

者・⾏政それぞれが都市づくりの主役であるといった意識が求められます。とり

わけ、⼈⼝減少という⼤きな時代の転換期を迎えたこれからの都市づくりには、

誰もが都市づくりを⾃分事と捉え、⽬指す都市の姿を共有する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■説明会などの開催を活⽤し、市⺠の意⾒などを集めるとともに、都市づくりの

⽬標像を伝え、まちづくりへの市⺠参画を促します。 

 

 

 

 

 

 

■市⺠のほか、地域団体や事業者などの各主体と連携しながら、都市づくりを進

めます。 
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■これからの時代にふさわしい、魅⼒ある豊橋であり続けるためには、まちなか

や道路、公園、河川などの公共空間においても、⼈々の活動や交流を促し、に

ぎわいや活⼒をもたらす取り組みを進めます。 

 

■魅⼒あふれる交流やにぎわいの場を確保するためには、エリアの価値を向上さ

せる公共空間の活⽤等による⺠間主体のマネジメント活動などを導⼊し、その

場に出かけ、歩く楽しみを感じられる空間を協働で考えていく取り組みを進め

ます。 

 

 

 

 

 

 

■⾝近な暮らしに必要な都市機能が集積され、公共交通の利便性の⾼い「歩いて

暮らせるまち」を形成することで、健康的で豊かな⽣活に資する「歩きたくな

る」都市づくりを進めます。   
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２ 都市づくりに関する情報提供 

市⺠の都市づくりに対する関⼼を⾼め、⽬指す都市の姿の実現に向けた取り組

みを進めるためには、都市づくりに関する様々なデータや都市計画の進捗状況な

どを伝え、理解してもらう必要があります。 

■持続可能な都市づくりのため、集約型都市構造の形成を推進するにあたり、将

来都市構造や集約による効果などを分かりやすく「⾒える化」する⼿法などを

活⽤します。 

■頻発化、激甚化する⾃然災害に対応するため、都市における災害リスクを分か

りやすく可視化することで、地域と情報を共有し、防災まちづくりの意識向上

を図ります。 

■情報提供にあたり、分かりやすく容易に⼊⼿することができるよう、ホームペ

ージの活⽤など、都市づくりに関する情報の積極的な提供に努めます。             
３ 都市計画制度等の活用 

⽬指す都市の姿を実現するための⼿法は、都市計画法等に基づく制度や事業を

活⽤して都市づくりを進めることを基本とします。 

■区域区分や⽤途地域、地区計画による⼟地利⽤の規制・誘導、⼟地区画整理事

業や市街地再開発事業による市街地の整備、都市計画事業による道路や公園と

いった都市施設の整備など、⽬的や役割、特性を踏まえた上で、都市計画制度

等を活⽤しながら総合的に都市づくりを進めます。 

 

 

都市構造の可視化（人口集積の比較）（資料：国土交通省ウェブサイト） 
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４ 関係機関や関連計画との連携 

本計画に位置づけられた⽅針や取り組みの実施に際しては、庁内の関係課、国、

県等の様々な部署や機関が関わります。そこで、関係機関等との調整・連携を図り

ながら、本計画の⽅針に基づいた都市づくりを進めます。 

本市では、都市計画マスタープランの⼀部と⾒なされる、「⽴地適正化計画」を

2018（平成30）年度に定めています。 

⽴地適正化計画は主に市街化区域の⽅針を定めており、居住機能や商業、医療、

福祉等の都市機能の⽴地、公共交通幹線軸の形成等に関する包括的なマスタープ

ランとして、また、⺠間の都市機能への投資や居住を効果的に誘導するための⼟

俵づくりとして策定しました。 

このため、本計画と⽴地適正化計画を⼀体的に運⽤するとともに、関連する計

画と連携することで、⽬標の実現を図ります。 
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５ 計画の進捗管理と見直し 

本市が「住みよく活⼒ある豊橋」として安⼼して暮らせる都市づくりを進める

ため、社会経済情勢の変化などを⾒極めながら、計画の⾒直しと進捗管理を⾏っ

ていきます。 

■本計画における都市づくりの⽬標像の実現に向け、その達成度を定量的に把握

し、進捗管理を効果的・効率的に⾏うため、上位計画である豊橋市総合計画や

関連計画などに定められた指標を、参考指標として４つの⽬標像ごとに設定し、

次⾴以降に⽰します。なお、社会情勢等を鑑み、計画期間の途中であっても指

標が変更になる場合があります。 

 

■都市づくりには⻑い年⽉が必要であることから、都市計画マスタープランは、

⻑期的な視点のもとに策定していますが、豊橋市総合計画をはじめとする上位

計画や関連計画の変更、社会情勢等の変化や参考指標に基づく評価結果等によ

り、適宜⾒直しを⾏います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 豊橋市都市計画マスタープラン 2021-2030 
86 

 

 

快適に暮らせるやさしいまち 

 

「快適に暮らせるやさしいまち」とは、居住や都市機能の集約が進み、拠点や⽣

活圏からの移動を⽀える公共交通幹線軸が形成されている利便性の⾼いまちであ

るため、「居住誘導区域内⼈⼝の割合」、「歩いて暮らせるまち区域内の⼈⼝」、

「公共交通の⼀⽇当たり利⽤者数」を参考指標とします。 

     
 

 

           参考指標 
2019（R1） 

実績 

2025（R7） 

⽬標値 

居住誘導区域内⼈⼝の割合 70.5% 72％ 

歩いて暮らせるまち区域内の⼈⼝ 165,548 ⼈ 166,300 ⼈ 

公共交通の１⽇当たり利⽤者数 82 千⼈ 維持 
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活気あふれる元気なまち 

 

 

「活気あふれる元気なまち」とは、本市の顔となる中⼼市街地に住む⼈や通り

を歩く⼈によって活気とにぎわいがもたらされ、持続的な産業発展ができる産業

基盤が整っているまちであるため、「休⽇歩⾏者通⾏量の推移」、「産業⽤地におけ

る⽴地企業数」、「農業⽣産基盤整備⾯積」を参考指標とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  参考指標 
2019（R1） 

実績 

2025（R7） 

⽬標値 

休⽇歩⾏者通⾏量の推移 57,639 ⼈ 63,000 ⼈ 

産業⽤地における⽴地企業数 45 社 60 社 

農業⽣産基盤整備⾯積（累計） 145.9ha 381ha 
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⾃然豊かな美しいまち 

 

 

「⾃然豊かな美しいまち」とは、緑豊かな居住環境や⾃然と調和した良好な景

観が形成されているまちであるため、「緑の満⾜度」、「良好な景観形成の助⾔件数

（累計）」を参考指標とします。また、本計画が⽬指す集約型都市構造は環境に配

慮した低炭素なまちづくりにもつながることから、「温室効果ガス総排出量（2015

年度⽐）」も参考指標とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  参考指標 
2019（R1） 

実績 

2025（R7） 

⽬標値 

緑の満⾜度 25.2% 33% 

良好な景観形成の助⾔件数（累計）  

※2021 年度以降 

－ 

（50 件／年） 
600 件 

温室効果ガス総排出量（2015 年度⽐） － -18% 
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安全・安⼼がつづくまち 

 

「安全・安⼼がつづくまち」とは、災害に備えた安全な居住環境が整っているま

ちであるため、「⼟地区画整理事業進捗率」、「住宅の耐震化率」を参考指標としま

す。また、安全・安⼼がつづくまちには、住宅や施設の整備だけでなく、⼀⼈ひと

りの防災意識の⾼さが求められることから、「防災訓練・講話の参加⼈数（累計）」

を参考指標とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  参考指標 
2019（R1） 

実績 

2025（R7） 

⽬標値 

⼟地区画整理事業進捗率 81.2％ 98％ 

住宅の耐震化率 90.5% 95% 

防災訓練・講話の参加⼈数 62,558 ⼈ 63,000 ⼈ 
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豊橋市都市計画マスタープラン 2021-2030 

１ 策定体制 

（１）策定体制 

 

 

 

  

市 ⻑ 

決定・公表 

市議会 

都市計画審議会 

アドバイザー 

都市計画マスタープラン 

策定アドバイザー会議 

・学識経験者（３名） 

◎浅野教授（豊橋技科⼤） 

◎松本教授（名城⼤） 

◎荒⽊准教授（名古屋⼤） 

 

・県職員（２名） 

◎愛知県都市計画課⻑ 

◎東三河建設事務所 

企画調整監 

計５⼈ 

 

◎パブリックコメント 

◎市⺠説明会 

市 ⺠ 

豊橋市（⾏政） 

都市計画マスタープラン 

検討会議 

●計画案の審議、総合調整 

・会⻑︓副市⻑ 

・副会⻑︓都市計画部⻑ 

・委員︓関係部⻑ 

都市計画マスタープラン 

幹事会 

●計画案の策定 

・会⻑︓都市計画部⻑ 

・メンバー︓関係課⻑ 

事務局︓都市計画課 

策定組織 

提案・意⾒ 

説明 

意⾒ 

報告 

意⾒ 

報告 指⽰ 

諮問 

答申 
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(２)策定アドバイザー会議名簿 

※（ ）内は前任者（令和元年度） 

 氏名 所属（役職） 

学

識

経

験

者 

浅野 純⼀郎 豊橋技術科学⼤学 建築・都市システム学系教授 

松本 幸正 名城⼤学 理⼯学部 社会基盤デザイン⼯学科教授 

荒⽊ 裕⼦ 名古屋⼤学 減災連携研究センター 特任准教授 

県

職

員 

齋藤 保則 

（⽚⼭ 貴視） 
愛知県都市基盤部都市計画課 都市計画課⻑ 

渡會 ⻯⼆ 

（稲垣 秀⾼） 
愛知県東三河建設事務所 企画調整監 

（敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

94 

豊橋市都市計画マスタープラン 2021-2030 

２ 策定経緯 

 

 年月日 内  容 

令

和

元

年

度 

令和元年 12 ⽉ 19 ⽇ 

第１回 豊橋市都市計画マスタープラン 

アドバイザー会議 

・豊橋市都市計画マスタープランの改定について 

令和２年 2 ⽉ 17 ⽇ 

市議会 建設消防委員会 

・豊橋市都市計画マスタープランの改定について

（中間報告） 

令和２年２⽉ 25 ⽇ 

第 132 回 豊橋市都市計画審議会 

・報告事項︓豊橋市都市計画マスタープランの中間

報告について 

令

和

２

年

度 

令和 2 年７⽉ 16 ⽇ 

第２回 豊橋市都市計画マスタープラン 

アドバイザー会議 

・豊橋市都市計画マスタープラン（素案）「序論〜

⽬標年次における都市の姿」について 

・将来都市構造図（案）について 

令和 2 年 9 ⽉ 9 ⽇ 

第３回 豊橋市都市計画マスタープラン 

アドバイザー会議 

・豊橋市都市計画マスタープラン 2021-2030（素

案）について 

令和２年 12 ⽉ 25 ⽇ 

市議会 建設消防委員会 

・豊橋市都市計画マスタープラン 2021-2030（素

案）について 

令和３年１⽉７⽇ 

第 134 回 豊橋市都市計画審議会 

・豊橋市都市計画マスタープラン 2021-2030（素

案）について 

令和３年１⽉８⽇〜 

令和３年２⽉８⽇ 
パブリックコメント 

令和３年１⽉９⽇／12 ⽇ 市民説明会 
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３ 用語解説 

 

あ行 

アクセス交通 

最寄りの交通結節点などにアクセスするための郊外部での⽇常的

な移動⼿段のこと。例えば、徒歩、⾃転⾞、コミュニティバス、タ

クシーなど 

ウォーカブル 

推進都市 

国⼟交通省が令和元年７⽉に募集を開始した、「居⼼地が良く歩き

たくなるまちなか」の形成を⽬指し、国内外の先進事例などの情報

共有や、政策づくりに向けた国と地⽅のプラットフォームに参加

し、ウォーカブルなまちづくりをともに推進する地⽅公共団体のこ

と。本市においてもこの趣旨に賛同し、ウォーカブル推進都市とな

っている 

インフラ 
道路、鉄道、上下⽔道、河川など、⽣活や経済活動の基盤を形成す

る施設。「インフラストラクチャー（infra-structure）」の略 

か行 

街区公園 

主として街区内に居住する者の利⽤に供することを⽬的とする公園

で、誘致距離 250ｍの範囲内で 1 箇所当たり⾯積 0.25ha を標準と

して配置 

霞提 

江⼾時代に豊川の治⽔の為に設けられた不連続な堤防で、豊川が増

⽔したときに、堤防の切れ⽬から川沿いの低地へ⽔を流して溜める

ことによって、⽔の勢いで堤防が壊れることを防ぐ仕掛け 

既存ストック これまでに整備された都市基盤施設、建築物等の蓄積 

狭あい道路 緊急⾞両の通⾏や防災上⽀障となる幅員が狭い道路 

緊急輸送道路 
災害時に必要な救助、消防活動及び緊急物資を運ぶために指定する

道路。被災時には他の道路に優先して復旧作業を⾏う 

区域区分 
無秩序な市街化を防⽌し、計画的な市街化を図るために、都市計画

法により市街化区域と市街化調整区域に区分すること 
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グリーンベルト 

都市の無秩序な拡⼤の防⽌、災害の防⽌、環境の保全、レクリエー

ション利⽤に役⽴てるなどの⽬的のために、都市を環状にとりまく

ように設置される緑地帯 

建築協定 

住宅地としての環境や商店街としての利便を⾼度に維持増進するこ

となどを⽬的として、⼟地所有者同⼠等が建築物の基準（建築基準

法による最低基準を超えた⾼度な基準）に関する契約を締結し、住

⺠発意による良好な環境のまちづくりを促進しようとする制度 

公共下⽔道 

主として市街地における下⽔を排除し、⼜は処理するために地⽅公

共団体が管理する下⽔道で、終末処理場を有するもの、⼜は流域下

⽔道に接続するものであり、かつ汚⽔を排除すべき排⽔施設の相当

部分が暗渠である構造のもの 

交通結節機能、 

交通結節点 

駅前広場や駐⾞場、駐輪場などのように、鉄道、バス、⾃転⾞など

の異種の交通⼿段間の乗り継ぎを円滑に⾏うための機能 

さ行 

サイクル＆ライド 

⾃宅から最寄りの駅やバス停まで⾃転⾞で⾏き、近くの駐輪場に駐

⾞して、そこから鉄道やバスなどの公共交通を利⽤して⽬的地まで

移動すること 

再⽣可能エネルギー 

資源として限りのある⽯油・⽯炭等の化⽯燃料と対⽐して、⾃然の

中で繰り返し起こる現象からつくり出される⾵⼒、太陽エネルギー、

地熱、⽔⼒、バイオマス、波⼒等のエネルギー 

⾥⼭ 

居住地域の近くに広がり、薪炭⽤材や落葉の採取等を通じて、地域

住⺠に継続的に利⽤されることにより、⼈々の⽣活と密接に結びつ

きながら維持管理されてきた森林 

市街化区域 

都市計画法に基づく都市計画区域のうち、市街地として開発・整備

する区域で、すでに市街地を形成している区域及びおおむね 10 年

以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域 

市街化調整区域 都市計画法に基づく都市計画区域のうち、市街化を抑制すべき区域 
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市街地再開発事業 

都市における⼟地の合理的かつ健全な⾼度利⽤と都市機能の更新を

図ることを⽬的として、個⼈施⾏者、市街地再開発組合、都市再⽣

機構、地⽅公共団体等により施⾏される事業。都市再開発法に基づ

く事業 

⽀線公共交通 
公共交通幹線軸を補完し、地域拠点と郊外部の住宅地や集落を結ぶ

公共交通のこと。例えば、路線バス 

⾃転⾞通⾏空間 ⾃転⾞が通⾏するための道路または道路の部分 

集約型都市構造 

中⼼市街地や鉄道駅等の主要な交通結節点周辺等に各都市機能が集

約され、それらの拠点や⽣活圏、公共交通沿線に多くの⼈が居住す

るとともに、各拠点間のアクセス利便性が⾼い暮らしやすい都市構

造のこと 

準防⽕地域 

市街地における⽕災の危険を防除するため定められる地域。市街地

の中⼼に近く、建物の密集度が⾼く、建物を耐⽕⼜は防⽕構造とす

る必要がある地域 

ストックマネジ 

メント 

これまでに整備された都市施設や建築物等の修繕・改築等を最適化

するため、リスク評価を踏まえた⽼朽化対策や⻑寿命化対策の優先

順位付けや計画に基づく管理の⼿法 

スマート IC 

⾼速道路の本線やサービスエリア、パーキングエリア、バスストッ

プから乗り降りができるように設置されるインターチェンジ。通⾏

可能な⾞両（料⾦の⽀払⽅法）は、ETC を搭載した⾞両に限定され

る 

た行 

地域⾼規格道路 

⾼規格幹線道路を補完し、地域相互の連携交流や空港・港湾等の広

域交通拠点等と連結し、社会交流を⽀える規格の⾼い幹線道路。本

市に関連する路線には、「名豊道路」、「豊橋浜松道路」、「豊橋環状道

路」がある 
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地区計画 

地区の特性に応じて良好な都市環境の形成を図るために必要事項を

定める地区レベルの都市計画。地区の⽬標将来像を⽰す「地区計画

の⽅針」と、⽣活道路の配置や建物の建て⽅のルール等を具体的に

定める「地区整備計画」で構成され、住⺠等の意⾒を反映して、そ

の地区独⾃のまちづくりのルールをきめ細かく定めることができる

計画 

超⾼齢社会 

総⼈⼝の中で65歳以上の⾼齢者割合が21％を超える社会のこと。⾼

齢者割合が7％を超えると⾼齢化社会、14％を超えると⾼齢社会と

呼ぶ 

低未利⽤地 

適正な利⽤が図られるべき⼟地であるにもかかわらず、⻑期間にわ

たり利⽤されていない「未利⽤地」と、周辺地域の利⽤状況に⽐べ

て利⽤の程度（利⽤頻度、整備⽔準、管理状況など）が低い「低利

⽤地」の総称 

都市機能 

都市において⽣活を営む上で必要な機能。例えば「居住機能」「⼯業

⽣産機能」「商業業務機能」「⾏政機能」「⽂化機能」「レクリエーシ

ョン機能」等のほか、「⾃然機能」や「農業機能」も都市機能に含む 

都市経営 
主に社会基盤（インフラ）の整備や維持管理、各種公共的サービス

の提供などを⾏うこと 

都市計画区域 

都市計画法その他の関係法令の適⽤を受けるべき⼟地の区域。具体

的には、市町村の中⼼市街地を含み、かつ、⾃然的・社会的条件、

⼈⼝・⼟地利⽤・交通量などの現況・推移を勘案して、⼀体の都市

として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域を指定する。

本市の場合は市全域が都市計画区域となる 

都市計画区域 

マスタープラン 

都市計画区域の整備、開発及び保全の⽅針のことであり、都道府県

が、当該都市計画区域の発展の動向、⼈⼝、産業の現状および将来

の⾒通しを踏まえ、広域的な⾒地から、⻑期的な視点に⽴った都市

の将来像を明確にするとともにその実現に向けた⼤きな道筋を明ら

かにするもの 
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都市計画道路⾒直し

結果 

社会情勢や財政状況の変化等を踏まえ、未整備路線の必要性や事業

の実現性などを検証・判断し、2016（平成 28）年３⽉に豊橋市が

策定した都市計画道路ネットワーク及び都市計画道路整備プログラ

ムのこと 

都市施設 
道路、公園、下⽔道など都市の⾻格を形成し、機能的な都市活動や

良好な都市環境を保持するための施設 

⼟地区画整理事業 

公共施設の整備改善及び宅地の利⽤の増進を図るため、⼟地区画整

理法で定めるところに従い、⼟地の区画形質の変更及び公共施設の

新設または変更を⾏い、健全な市街地の造成を図る事業 

な行 

内⽔ハザードマップ 
⼤⾬時に下⽔道管や⽔路からの浸⽔が想定される区域や浸⽔する深

さなどの情報をまとめたマップ 

内⽔被害 

⾬の量が下⽔道管などの排⽔能⼒を超えた時や河川などの排⽔先の

⽔位が⾼くなった時に⾬⽔を排⽔できなくなり、家屋や耕地などが

浸⽔する被害のこと 

は行 

パーク＆ライド 

⾃宅から最寄りの駅やバス停まで⾃家⽤⾞で⾏き、近くの駐⾞場に

駐⾞して、そこから鉄道やバスなどの公共交通を利⽤して⽬的地ま

で移動すること 

防⽕地域 

市街地における⽕災の危険を防除するため定められる地域。商業業

務地など、市街地の中⼼部で、建物の密集度が特に⾼く、⽕災の危

険度が⾼い地域 

防災拠点 

災害時に防災活動の拠点となる施設や場所のこと。例えば、避難所・

避難場所や防災備蓄倉庫、救援物資の集積所、応急復旧活動拠点な

ど 

防災施設 
災害に備え整備する施設のこと。例えば、防災備蓄倉庫、⽔防倉庫、

飲料⽔兼⽤耐震性貯⽔槽、防災井⼾、マンホールトイレなど 
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や行 

⽤途地域 

都市計画法及び建築基準法に定められ、主として市街化区域内にお

いて住居、商業、⼯業など市街地の⼤枠としての⼟地利⽤を定める

もの。第⼀種低層住居専⽤地域をはじめ 13 種類の⽤途地域がある 

ら行 

⽴地適正化計画 

都市再⽣特別措置法に基づき、⼈⼝減少や⾼齢化等に対応し持続可

能な都市経営を⾏うために策定するもの。居住機能や医療・福祉・

商業等の都市機能の⽴地、公共交通幹線軸の形成等に関する包括的

なマスタープラン 

リニア中央新幹線 
東京都から名古屋市を経由し⼤阪市までの約 438 ㎞を、超電導リニ

アによって結ぶ新たな新幹線 

ロードサイド施設 
幹線道路沿線や⼈通りの多い道路沿線において、⾃動⾞・オートバ

イ・⾃転⾞でのアクセスが主たる集客⽅法である店舗 

アルファベット 

MaaS 

(Mobility as a Service) 

ICT を活⽤して交通をクラウド化し、マイカー以外のすべての交通

⼿段によるモビリティ（移動）を 1 つのサービスとしてとらえ、シ

ームレスにつなぐ新たな「移動」の概念のこと 

2015(平成 27)年の ITS 世界会議で設⽴された MaaS Alliance で

は、「MaaS は、いろいろな種類の交通サービスを、需要に応じて利

⽤できる⼀つの移動サービスに統合すること」と定義している 

SDGｓ 

Sustainable Development Goals（持続可能な開発⽬標）の略。

2015（平成 27）年９⽉の国連サミットで採択された「持続可能な

開発のための 2030 アジェンダ」に記された、2016（平成 28）年

から 2030（令和 12）年までの国際⽬標 

SDGｓ未来都市 

SDGｓの達成に向けた優れた取り組みを内閣府に提案し選定され

た都市（⾃治体）。本市は「豊橋市から SDGｓで世界と未来につな

ぐ⽔と緑の地域づくり」を提案し、2019（令和元）年度に選定され

た 
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